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〇　保育利用申込み・入園選考（利用調整）について

　利用希望月初日において生後９週目かつ園の対象月齢に達しているこどもであり、保護者のいずれもが「保育を必要とする
事由」のいずれかに該当すること（「入園のしおり」P.1の１を参照）が必要です。出生前こどもの利用申込みはできません
（対象年齢は園によって異なります）。育児休業から復帰する場合と就労を開始する場合は、復帰（就労開始）予定日
の前月からの申込みが可能です。

　利用申込期限時の「保育の必要な状況」が入園後も継続するものとして、「静岡市保育利用調整基準」（市ホームページ
にて公表）に基づいて申込世帯ごとに指数（点数＝優先度）を確定し、指数が高い方から、利用希望施設順に選考しま
す。そのため、希望順位に関わらず、指数が高い方が優先的に入園内定候補者となります。指数による審査の前後に児童面
接を行い、受入施設が保育可能と判断した場合に、最終的に「入園内定」となります。
　申込期限において、必要書類がそろっていない場合や記載漏れがある場合は選考ができませんので、提出前にご自身で提
出書類に不足や不備がないことを確認し、必要書類をすべてそろえて、必ず申込期限までに提出してください。

　指数が同点の場合は、希望順位、祖父母の状況、きょうだいの在園状況、新規・転園の別など、総合的に考慮して選考し
ます。きょうだいで同時申込みをしている場合は、児童世帯状況調査票に記載の希望を考慮して選考します。
　また、児童面接の結果、重篤なアレルギー、障害や疾病の程度、お子さんの発育状況、施設の受入体制や保育環境に
よっては、指数が高い場合であっても入園ができない場合があります。

　４月入園は毎年１月中旬頃、途中入園は毎月20日頃に、前回選考後の残枠状況を「選考後の状況」として市ホーム
ページで公表していますので、参考にご覧ください。
　選考は利用申込書に記載してある施設のみ行いますので、強く入園を希望する場合は、なるべく多くの施設を最初から希望
することをお勧めします。静岡市の利用申込書は第６希望までしか記入欄がありませんが、第７希望以降は利用申込書の
欄外に、希望順位がわかるように記載してください。

　各施設の教育・保育内容、対象月齢、開園時間、土曜保育状況、保育料以外の負担金、行事頻度、アレルギー対応な
ど、保護者の希望と合っているか、通園可能であるかを事前に確認したうえで、入園を希望する順に記載してください。入園内
定後の辞退は、ほかの利用申込者の結果に大きく影響しますので、ご遠慮ください。
　事前に施設見学を希望する場合は、直接各施設にお問い合わせください。

　市内３か所にある待機児童園は、小規模枠（１～２歳児）と一時預り枠（０～２歳児）に分かれています。小規模
枠（「施設一覧表に記載有」）は対象年齢の児童であればどなたでも希望できますが、一時預り枠は利用希望施設として
利用申込書に記載することはできません。一時預り枠の対象者（複数園希望などの条件有）には、各区子育て支援課から
直接連絡のうえ希望の有無を伺います。
　なお、保育内容や保育料は、市内の公立こども園と変わりませんが、一時預り枠は利用制限事項があります。

　入園保留通知は、初回選考(利用希望月)のみ郵送しますが、翌月以降の選考結果（入園保留通知）は、保護者から
申し出があった場合のみ発行します。希望する場合は、第一希望園を所管している区子育て支援課にご相談ください。ただ
し、発行には１～２週間程度かかりますので、あらかじめご承知おきください。

　利用申込書は年度内有効です。申込内容に変更がない場合は、年度内は再度申込みをする必要はありません。自動的
に翌月以降の入園選考を行います。ただし、就労状況や希望園などに変更がある場合は、申込期限までに必要書類の提出
が必要となります。

　郵送による利用申込書の送付及び申込みは、原則として行っておりません。各区子育て支援課または各施設で申込書類
の配布と受付を行っています。万が一郵送による紛失・遅滞があった場合、区は一切責任を負いません。

よくある質問Q&A



〇　入園（内定）後について

〇　そのほか（支給認定、保育料、広域申込み）

　利用希望施設が所在している自治体の申込期限を確認し、遅くとも申込期限の１週間から10日前に、申込み書類一式
をお住まいの区子育て支援課へ提出をしてください。１週間前を過ぎて提出した場合は、申込み期限に間に合わない場合が
あります。
　転出を伴う入園内定の場合、入園日（毎月１日）の前月末までに転出先の自治体に住民票を異動し、改めて転出先
自治体の入園担当窓口で、支給認定申請及び保育利用申込みをする必要があります。

　入園後３か月目の月末（支給認定証「有効期間」の期限＝認定期限）までに、月60時間以上就労することがわかる就
労証明書を提出してください。認定期限までに就労証明書が提出できない場合は、認定期限で退園となります。
引き続き求職活動により入園を希望する場合は、再度の利用申込みが可能ですが、入園選考があるため再入園を保障する
ものではありません。

　一時帰国や里帰り出産などを理由に２か月を超えて登園しない場合は、「保育を必要とする事由」の認定ができないため、
保育料の支払いに関わらず、原則として退園となります。保育を必要とする際に、改めて保育利用申込みをしてください。

　「就労」「就学」「介護」をしていても月60時間未満の場合は、「求職活動」と同じ取扱いになります。そのため、認定期間
（保育施設に在籍できる期間）は通常３か月間となります。なお、入園選考の指数も「求職活動」と同じ扱いとなります。

　「保育を必要とする理由」により異なります。「求職活動」と「育児休業」を理由に入園している場合は短時間、それ以外の
理由の場合は、原則として月120時間以上の就労などをしている場合は標準時間の認定が可能です。月120時間未満の
就労 等などで標準時間を希望する場合は、就労状況などの確認が必要となりますので、各区子育て支援課にお問い合わせく
ださい。
　標準時間は11時間を上限として、就労時間など実態にあわせて家庭で保育ができない時間にお子様をお預かりします。家
庭で保育ができる場合は、認定時間内であってもすみやかにお迎えをお願いします。

　１号定員がある認定こども園の場合、２号から１号、又は１号から２号に変更したい場合は、まず在籍している施設に直
接ご相談ください。在園児数などによって変更できない場合や就労状況の変化など変更の必要性を確認させてもらう場合があ
りますので、ご承知おきください。変更ができる場合は月単位の変更となります。

　保育料は保護者の市民税額により計算します。市民税が未申告の方は申告をお願いします。ひとり親世帯の場合は保護
者一名分の税額で計算しますが、婚姻関係に関わらず実態として生計同一の者がいる場合、別居していても戸籍上児童の
親権者である場合などはその方の税額を合算の上保育料を計算します。保護者が市民税所得割額非課税の場合は、同居
している祖父母等（祖父母、曾祖父母、18歳以上のお子さん）のいずれか収入額が高い方の税額を合算し、保育料を計
算することがあります。いずれの施設に入園しても保育料は同額です。ただし、施設により保育料以外の実費徴収がある場合
があります。
　なお、3～5歳児クラスの児童及び0～2歳児クラスで市民税非課税世帯・生活保護世帯・里親世帯の児童の保育料は
無料です。

　期間や方法は施設によって多少の違いはありますが、基本的に入園後２週間程度の慣らし保育期間（保育時間の短
縮）があります。慣らし保育は、預けられるこどものために行うものです。利用申込みの際は、慣らし保育期間を考慮して利用
希望月を決めてください。

　転園元の施設には別の児童が内定しているため、原則として内定を辞退して転園元の施設に戻ることはできません。

　育休復帰や就労開始予定を理由に入園する場合は、入園月の翌月末までに必ず復職または就労開始している必要があ
ります。入園内定後に復帰（就労開始）予定日が変更になる場合は、就労証明書の再提出が必要となる場合があります
ので、必ず各区子育て支援課にご連絡ください。
　復帰（就労開始）日が入園月の翌々月以降になる場合は、一旦退園していただく場合があります。


